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（午後 １時００分 再開） 

 

○坂倉広子委員長 皆さん、こんにちは。 

  ただいまから、議会運営委員会を再開いたします。 

  早速ですが、令和２年８月３日の会議に提出されます議案の概要について、総務課長の説明を求めます。 

  総務課長。 

○中村総務課長 総務課長、中村です。よろしくお願いします。 

  それでは、令和２年８月３日会議に提出いたします議案について説明させていただきます。 

  提出議案一覧表をご覧ください。 

  今回提出いたします議案は、議案第１８号が令和２年度補正予算議案１件、議案第１９号が契約議案１件の

合計２件を上程いたします。 

  まず、議案第１８号、令和２年度鳥羽市一般会計補正予算（第７号）について説明をさせていただきます。

令和２年度補正予算の概要をご覧ください。 

  表面ですけれども、補正予算の規模ですが、令和２年度一般会計補正予算（第７号）は、児童健全育成事業

で１００万円、保育所運営給与等管理費で４００万円、母子福祉事業で５０万円、幼稚園給与等管理費で

５０万円等を計上し、補正後の一般会計予算額は１４５億６,２００万円となります。 

  ４ページをお願いいたします。 

  放課後児童健全育成事業ですが、予算額は１００万円で、新型コロナウイルス感染症の拡大を予防するため、

放課後児童クラブで使用する消毒液や使い捨て布巾、空気清浄機等の購入費を補正します。 

  次に、子育て支援事業ですが、予算額は５０万円です。 

  以下、内容は同様ですので、省略させていただきます。 

  次に、保育所運営事業ですが、予算額は４００万円で、同様でございます。 

  次に、母子寡婦福祉事業ですが、予算額は５０万円で、内容は同様でございます。 

  次のページをお願いします。 

  幼稚園管理業務ですが、予算額は５０万円で、内容は同様でございます。 

  続きまして、先ほどの議案一覧表の裏面、議案概要のほうをお願いいたします。 

  議案第１９号、財産の取得について、教育委員会学校教育課ですが、児童生徒用端末一式を取得するため、

地方自治法第９６条第１項第８号及び議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例第３条

の規定により、議会の議決を求めるものです。 

  内容は、取得財産及び数量は、鳥羽市立小中学校児童生徒用端末一式１,１０３台。取得方法は、指名競争

入札。取得の金額は４,４９３万１,７００円。取得の相手先は、株式会社松阪電子計算センターでございます。 

  以上で提出議案についての説明とさせていただきます。よろしくお願いいたします。 

○坂倉広子委員長 総務課長の説明は終わりました。 

  次に、会議日程及び議案の取扱いについて、事務局長に説明をさせます。 

  事務局長。 
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○清水事務局長 それでは、８月３日会議の日程等についてご説明いたします。 

  会議に上程される議案につきましては、先ほど総務課長から説明のありましたとおり、補正予算議案１件、

その他議案１件の計２件であります。 

  次に、会議日程並びに議案の取扱いについてでありますが、お手元の会議日程をご覧ください。 

  ８月３日に会議を再開いたします。諸報告、会議録署名議員の指名後、議案第１８号及び第１９号の２件を

一括議題とし、提案者の趣旨説明を行います。その後、議案に対する質疑を行い、所管の常任委員会へ付託い

たします。 

  委員会は、初めに文教産業常任委員会を開催し、議案第１９号を審査いただき、その後に予算決算常任委員

会を開催し、議案第１８号を審査いただきます。委員会審査の後、各常任委員会における委員長報告、委員長

報告に対する質疑、討論、表決を行う予定です。なお、質疑通告につきましては、７月３１日１２時を締切り

とさせていただきます。その後、日程４として、発議第３号の議会報告会並びに意見交換会への議員の派遣に

ついてを上程し、簡易採決で終了、散会となります。 

  以上、よろしくご審査のほどお願いいたします。 

○坂倉広子委員長 事務局長の説明は終わりました。 

  会議日程及び議案の取扱いについてご質問はございませんか。 

（「なし」の声あり） 

○坂倉広子委員長 それでは、ないようですので、お諮りいたします。 

  議案の取扱いについては、事務局長の説明のとおり取り扱うに賛成の委員は起立を願います。 

（起 立 全 員） 

○坂倉広子委員長 起立全員であります。 

  よって、議案の取扱いについては、そのように決定をいたします。 

  ご協議いただくことは以上です。 

  これをもちまして議会運営委員会を散会いたします。 

（午後 １時０７分 散会） 

─────────────── 
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委員長はこの会議録をつくりここに署名する。 

 

 令和２年７月３０日 
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